
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【鳥獣保護管理事業計画の体系】 
第１３次鳥獣保護管理事業計画(案)の概要 

 

１ 計画の期間  令和４年度～令和８年度（５年間） 

           ※第１２次計画は、平成２９年度～令和３年度 

 

２ 計画に掲げる主な内容 

（１）鳥獣保護区、特別保護地区および休猟区に関する事項 

   ・鳥獣保護区（４７か所）、特別保護地区（１４か所）を指定（区域の変更は無し） 

   ・計画期間内に指定期間（２０年）が満了する区域については期間を更新 

     鳥獣保護区１２か所、鳥獣保護区特別保護地区４か所 

 

（２）鳥獣の捕獲等および鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 

 ・被害防止目的の捕獲について、鳥獣の種類ごとに捕獲の方法（銃やわな等）、 

捕獲区域設定等の考え方を提示 

 

 （３）特定計画の作成に関する事項 

    ・特定計画の作成の目的、対象鳥獣の種類、期間、対象区域を規定 

第一種特定鳥獣保護計画（ツキノワグマ）（令和４～８年度） 

第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル）（令和４～８年度） 

 

 （４）鳥獣の生息状況の調査に関する事項 

    ・鳥獣の生態に関する基礎的な調査の実施 

      渡り鳥保全調査、狩猟鳥獣生息調査等 

    ・新たな捕獲技術の実証、普及 

      ＩＣＴ（わなの遠隔操作）を用いた新しい猟法等や錯誤捕獲の少ないくくりわな

の実証、普及 

 

 （５）鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項 

・鳥獣保護巡視員の配置（２５名）  

   ・銃猟等の有害鳥獣捕獲の担い手の育成確保 

鳥獣保護管理事業の基本指針 

（趣旨）鳥獣保護管理事業を実施するための基本的な指針 

※５年ごとに改正（直近 令和３年 10月 26日改正） 

（内容）都道府県が策定する鳥獣保護管理事業計画に関する事項 等 

国 

第 1３次鳥獣保護管理事業計画 

（趣旨）国の指針に即して知事が行う鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的な計画 

（期間）令和４年 4月 1日～令和９年 3月 31日                              

特定計画 

（趣旨）個体数が減少または増加している特定鳥獣の保護または管理に 

関する計画 

（期間）令和４年 4月 1日～令和９年 3月 31日 

（内容）・保護管理を行う区域と目標 

    ・特定鳥獣の数の調整 

    ・特定鳥獣の生息地保護と整備 

ツキノワグマ ニホンジカ イノシシ ニホンザル 

嶺北地域・嶺南

地域に分け年

間捕獲上限数

を設定 

６地域を対象に

年間捕獲目標数

を設定 

農作物被害が

大きい地域の

個体群管理 

３地域に分け、

被害を出す群

れの数を管理 

 

福
井
県 

第１３次鳥獣保護管理事業計画（案） 
令 和 ４ 年 ２ 月 ７ 日 

安全環境部・農林水産部 

  本県の鳥獣保護管理事業を計画的に実施するための５か年計画として、国の指針に基づき、鳥獣保護区等の設置や特定鳥獣保護・管理計画を策定すること等

を規定した「第１３次鳥獣保護管理計画」を策定する。 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣法） 

市町鳥獣被害防止計画 

 

クマ、シカ、イノシシ、サル、ハクビシン、アライグマ、カラス等の対象鳥獣ごとに 

鳥獣保護管理事業計画や特定計画で示した捕獲方法や捕獲数等の考え方を踏まえ、捕獲 

計画数や電気柵等の防除対策を定めた計画 

 

※鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 

市
町 

（鳥獣法第 3条） 

（鳥獣法第 4条） 

（鳥獣法第 7条、7条の 2） 

（鳥獣被害防止特措法※ 第４条） 
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